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新たな財団
財団法人デジタルコンテンツ協会発足
平成１３年４月１日、経済産業省の認可を受け、財団法人デジタルコンテンツ協

会が発足した。翌４月２日、理事会を開催し、会長にソニー㈱代表取締役（会長兼

ＣＥＯ）の出井伸之氏を選任した。理事会では各役員を選出した。また来賓として、

経済産業省商務情報政策局文化情報関連産業課長　岸本周平氏より挨拶をい

ただいた。

引き続き、協会主催の交流会を開催し、来賓並びに協会関係者が多数参加

した。主催者として出井会長が挨拶、来賓として経済産業省商務情報政策局長

太田信一郎氏より挨拶を頂いた。

財団法人デジタルコンテンツ協会は、財団法人マルチメディアコンテンツ振興

協会と財団法人新映像産業推進センターが統合した団体で、政府のIT戦略本部

が取り組む「e-Japan戦略」の一翼として、良質なデジタルコンテンツの制作、流通、

利活用を総合的に推進するナショナルセンターの役割を目指すものである。

理事会で決定した役員は、副会長には、㈱東北新社代表取締役社長の植村判

次郎氏、大日本印刷㈱代表取締役社長の北島義俊氏、日本ビクター㈱代表取締

役社長の守隨武雄氏、東京大学教授の月尾嘉男氏、マイクロソフトコーポレー

ション・バイスプレジデントの古川亨氏。また、専務理事には、前財団法人マルチ

メディアコンテンツ振興協会専務理事の青柳桂一、常務理事には、前財団法人新

映像産業推進センター理事兼事務局長の工藤浩輔が就任した。
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デジタルコンテンツ協会発足にあたり
（財）デジタルコンテンツ協会

会長　出井伸之

昨年７月、国のIT戦略立案を目的に、政府の諮問機関としてIT戦略会議が設けられ同11月29日には、IT基本法が成立しま

した。わずか数ヶ月という異例のスピードで法律が成立し、日本が５年以内に先進的な超高速ネットワーク環境を備えた

社会へと変貌することが明示されました。今年からは「e-Japan戦略」（高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部）と名

称を改め、重点政策分野の実現に向けて集中的に取り組んでおります。日本がIT先進国になるためには、ハードウェア、ソ

フトウェア、そしてコンテンツを同時並行的にかつ飛躍的に発展させることが不可欠であります。

（財）マルチメディアコンテンツ振興協会と(財)新映像産業推進センターとが統合し誕生する当協会では、21世紀の知識

創発型社会に相応しい良質なデジタルコンテンツの制作、流通、利活用を総合的に推進し、特にコンテンツ面から日本のIT

革命の推進に大きく貢献していくことを目指します。具体的には、良質なコンテンツ制作の推進、最先端のデジタルコンテ

ンツを国内外に紹介するグランプリ事業、地域の視点を重視したデジタルアーカイブ事業、デジタルコンテンツと生活と

の融合による新たな生活文化の創造、ネットワーク上でコンテンツが流通するための基盤整備事業、体系的な人材育成事

業、知的財産権やコンテンツ取引の適正化を進めるための法的環境整備への提言などを実施していきます。

これらの事業を通じデジタルコンテンツに関わる産業の健全な発展、文化の向上と快適かつ心豊かな国民生活の実現

及び国際貢献に尽力いたす所存ですので、皆様のより一層のご理解とご支援をお願い申し上げます。

デジタルコンテンツ協会の設立にあたって
統合検討委員会委員長

石井威望

２１世紀の開幕を期して、人々が購買意欲を掻き立てられるようなコンテンツが盛衰の鍵でありその重要性が改めて再

認識されてきたのであるが、真っ正面から“デジタルコンテンツ”を標榜して当協会が発足したことは誠に喜ばしい限りで

あり、双手を挙げて声援を送りたい。

しかし、魅力溢れるデジタルコンテンツいわゆるキラー・タイトルの創造は現実には至難の業（わざ）である。端的に言

えば、「予測不可能」であり、抜群の感性の持ち主つまり天性のクリエーターを待つ以外に方法はあるまい。しかも、そのよう

なクリエーターの場合でも、隔離された環境ではその創作能力が活性化できないことが多い。つまり、うまくクリエーター

の創作意欲を刺激しデジタル・ワークにフィットした環境が不可欠である。いわば、複雑系における適切な「場」が形成さ

れていて、その中にクリエーターが包み込まれた時に始めて「新しい秩序」としてのキラー・コンテンツが自己組織化され

てくるのであろう。要するに、環境整備へのマクロな政策面から取り組みが必要である。勿論、それは新しい酒に似合った新

しい革袋としての環境でなければならない。その際、新しい酒の味を体験し、場合によってはそれに陶酔して見なくては感

覚的にコンテンツの魅力は捉え難い。つまり、その判定が極めて主観的で個性的になることは不可避である。

産業革命以来の繊維産業も、２０世紀の自動車・家電産業も、結局ファツション・グッズへの道を辿ってきたことを思

えば、情報通信（ＩＴ）産業もコンテンツの感性的要素が鍵をにぎるようになるのはそれ程奇妙なことではあるまい。しか

も、現在ＩＴ自体がドック・イヤーのスピードで技術革新を進めており、新しいＩＴルーツが次々に新しいシステムを生

みだし、人々のライフスタイルへ極めて大きな影響を与えている。利用者の感性も変化し、新しい市場が創発され、その活力

が２１世紀における当協会の活動基盤になろう。
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（財）デジタルコンテンツ協会の発足にあたって
経済産業省 商務情報政策局

文化情報関連産業課長　岸本周平　

昨今、我が国では「デジタルコンテンツ」に対する期待が、非常に高まっています。

皆様ご存じのとおり、昨年１１月、ＩＴ戦略会議におきまして「ＩＴ基本戦略」が取りまとめられました。ここでは、「我が

国が５年以内に世界最先端のＩＴ国家になることを目指す」ことがうたわれておりますが、そのためにはネットワークイ

ンフラの整備、情報リテラシーの向上、コンテンツの充実の３つが三位一体となって進められることが極めて重要であり

ます。

その３つのうちでは、ネットワークインフラの整備という点に関心が集中してしまいがちですが、いかに超高速のネッ

トワーク環境が整備されたとしても、魅力的なコンテンツが豊富に提供されなければ真の高付加価値社会が実現されるこ

とはありません。

すなわち、ブロードバンド化が進み、いわゆる「ユビキタス・ネットワーク社会」が到来したとしても、その中を縦横無尽

に動き回るコンテンツがなければ、それはあたかも車の通らない高速道路が出来るのと同じであり、その意味でコンテン

ツはＩＴ革命の中で重要な役割を担っているのであります。

このような状況の中で、MMCAとＨＶＣの２つの団体が１つにまとまり、新しい組織となって、良質なデジタルコンテン

ツの開発普及を推進していくということは誠に理に適ったことであると同時に、時宜を得たものであります。

これまでの２団体のそれぞれのアドバンテージが効果的に結合されることにより、さらなる飛躍を期待いたしております。

変革の旗手への期待
東京大学大学院　新領域創成科学研究科教授

月尾嘉男

２１世紀の出発とともに、コンテント産業の推進を役割とする組織が誕生したことを祝福するとともに、その重要な役割への期

待を説明させていただきたい。

第一に巨大な産業の育成である。ＩＴ社会は情報機器産業と情報通信産業が基盤を構築し、その基盤を駆使したコンテント産業

が牽引していくと理解されている。現在４０兆円程度であるＩＴ産業全体は、１０年後には３倍以上に成長すると予測されるが、最大

に成長するのはコンテント産業であり、現在の１０兆円が７０兆円になるという数字が発表されている。これは現在の輸送機械産業の

４０兆円と比較しても、いかに巨大な産業の誕生かが理解できるが、その促進のための組織としての役割が期待される。

第二は次代の人材の育成である。コンテント産業とは多様な情報を作成することであるが、その主役は人間であり、かつ、大

変な労働集約産業という特徴がある。これまでの日本は工業社会を目指してきたために、高度ではあるが均質かつ画一な人

材を育成する教育を推進してきた。しかし、情報の基本は差異にあり、いかに独自の発想や異質な内容を構想するかが重要で

ある。そのような資質をもつ人材は既存の教育制度からは輩出しがたいものである。そのような意味でも協会には多様な人材

を育成する役割が期待される。

第三は日本の文化の発信である。アニメーションもコンピュータゲームも、産業の製品であるとともに文化の産物である。そ

れらが世界に輸出されることは製品の輸出であるとともに文化の発信である。日本の文化が国外で受容されることは、日本と

いう国家や国民が理解されることを意味する。アメリカが魅力ある映画によって世界から評価されたように、日本もデジタル・コ

ンテンツによって評価されることは国益にかなうことである。日本文化の発信の窓口になることも協会の重要な役割である。

世紀の転換とともに、経済構造も社会構造も政治構造も変革が必要とされているが、その変革の先頭を行進していくことを新

生なった協会に期待したい。
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デジタルコンテンツの躍動へ
（財）デジタルコンテンツ協会

専務理事　青柳桂一

（財）マルチメディアコンテンツ振興協会と（財）新映像産業推進センターの２つの団体が統合した（財）デジタルコンテ

ンツ協会は、去る４月１日付をもって経済産業省の認可を受け、無事スタートすることが出来ました。ここに至るまで本当

に多数の方々にご支援・ご助言いただき、あらためまして厚く御礼申し上げます。

思い起こしますと両団体の理事会において統合の検討の指示をいただいたのが昨年の３月ですから、ちょうど１年で統

合が実現したことになります。

４月から９月までの半年間は統合検討会・分科会による検討を重ね、延べの開催回数がなんと２３回に及びました。こ

こでの議論を通じて協会の骨格となる事業理念、団体名称、主要事業、組織・体制、会費制度等が固まり、統合のゴーサイン

を得ることが出来ました。検討会・分科会の主査・委員の方々のご熱意には頭の下がる思いで一杯です。

１０月から統合までの半年間は、統合に向けて実務が多く体力でこなした感じです。この間１１月には千代田区紀尾井

町のオフィスに両団体が相次いで引越し統合前から同居生活を始めましたが、これで相互に気心がわかり統合の心理的な

バリアを取り外すことが出来たと思っています。また、３月には統合前夜祭と目論んだ合同イベント『Content Japan & 新

映像フォーラム2001』を開催しましたが、このとき会場から内外に発信された『２１世紀コンテンツ宣言』は素晴らしい内

容でした。私どもはこのメッセージを心の原点として今後の事業推進に当たる所存です。

＜参考＞２１世紀コンテンツ宣言

わたし達は、二十一世紀がコンテンツの世紀であることを認識し、時代の開拓者となり、

快適で心豊かな国民生活の実現を目指すとともに、

新産業の健全な発展を促し、日本の次なる飛躍への担い手となります。

そして、すばらしい日本文化の理解を深め、更に新しい文化を創造し、

これらを、二十一世紀の世界の若者達に伝えていくことを、ここに宣言いたします。

現在の紀尾井町オフィスの窓から清水谷公園の全景が一望できます。桜の開花が合図であるかのように、冬の枯れ木が一斉

にみずみずしい若葉を吹出し、一面の新緑が鮮やかな景観を演出しています。デジタルコンテンツもこのような自然の摂理と同

じように、ブロードバンド時代の到来と共に見事に開花して大きく発展することを強く念じております。皆様方の一層のご支援を

お願い申し上げます。

デジタルコンテンツ協会が目指している事業の目的
IT革命の急速な進展を背景に、21世紀はデジタルコンテンツ産業がわが国の主要産業として急成長する時代になるでし

ょう。情報通信関連技術の急ピッチな進展によるデジタル化、ブロードバンド・ネットワーク化等によって、未来型、高感性

型、文化伝承型、世界発信型等のコンテンツへの需要、期待が高まっています。当協会では、これら21世紀の情報化社会をリ

ードする良質なデジタルコンテンツの制作、流通、利活用を推進することにより、主に次の3つの観点から社会に対して貢献

することを目指します。

１） デジタルコンテンツ産業の健全な発展の促進

コンテンツ産業のIT化、感性産業としての成長、コンテンツの国際競争力の強化、コンテンツベンチャーの振興等

を通じて、今後の我が国の主要産業として期待されるデジタルコンテンツ産業の健全な発展を促します。

２） 文化の向上に貢献

ライフスタイルの多様化に対応した新たな生活文化の創造、アナログ文化とデジタル文化の融合の促進、優れた歴
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史・伝統文化、地域文化の継承・利活用を通じて文化の向上に貢献します。

３） 快適かつ心豊かな国民生活を実現

多様なライフスタイルに対応しうる、人にやさしい新たな情報家電システムの開発、知的探求、エンターテインメ

ント、ショッピング等個人の活動領域の拡大・グローバル化、潤いのある福祉、教育、環境等の社会活動の展開等

を通じて快適かつ心豊かな国民生活の実現を目指します。

事業内容
１　企画・調査事業

（１）デジタルコンテンツ白書・産業動向調査

デジタルコンテンツに関する動向・課題・内外の先端事例等を記述した「デジタルコンテンツ白書」を毎年発行します。

これに関連して、デジタルコンテンツ産業に係わる産業規模、市場動向、関連企業実態等について、継続して調査を実施します。

（２） 法的環境整備

著作権などデジタルコンテンツを取り巻く法的環境の動向調査、法制度のあり方等についての専門的な検討と提言、

産官学による自由な意見交換の場の提供など、法的環境に関する総合的な調査・提言活動を実施します。

（３）コンテンツビジネス推進

中小企業の多いデジタルコンテンツ産業の健全な発展を支援することを目的として、企業評価システムのあり方に関

する調査研究（企業情報開示基準、評価方法の確立など）を実施します。またベンチャー育成、支援に係わる活動とし

て「KIOICHOストリーム」を新たに起こし、セミナー、情報交換、斡旋等をおこない、コンテンツビジネス関係者の出会い

の場として活用していきます。

（４）コンテンツコマース基盤整備

デジタルコンテンツそのものがネットワーク上で流通するコンテンツコマースを推進するための基盤整備が早急に求められ

ています。そのため基盤整備に係る課題の抽出、検討を行う「コンテンツコマース基盤整備委員会」を新たに発足させると

ともに、コンテンツＩＤフォーラムその他関連団体と連携してコンテンツコマースの基盤整備に係わる事業を推進していきます。

（５）デジタルアーカイブ

デジタルアーカイブ推進協議会（JDAA）と連携してデジタルアーカイブ構想に係る諸活動を推進するとともに、地域映像アーカ

イブ制作、産業アーカイブなど文化資産以外のアーカイブ事業の推進、地域のアーカイブ関連活動の支援などを推進します。

２　普及・交流・人材育成事業

（１）マルチメディアグランプリ

デジタルコンテンツについての普及啓発活動の一環として、「マルチメディアグランプリ」を開催して、内外の優秀なデ

ジタルコンテンツ作品や、デジタルコンテンツ分野の功績者や新しい才能を有するデジタルクリエータ等を表彰します。

また一層の国際化を進めるとともに、コンテンツクリエータ育成の場となるような方策も検討します。

（２）ContentJapan

デジタルコンテンツに関する最先端情報、協会の活動成果等を内外に広く発信し、同時に協会関係者を始めとするデ

ジタルコンテンツのあらゆる関係者が交流できる総合イベントとして、デジタルアーカイブ推進協議会等関連団体と協力し

て「ContentJapan」を開催します。

（３）広報・交流推進

会員向ニュースレターの発行の他、インターネットによる最先端情報の発信、会員向けニュース配信など広報活動を強化

します。また会員相互の交流を促進するためDCAjセミナーの定期開催を実施します。

内外交流活動としては、ACM-SIGGRAPH(米国コンピュータ学会CG特別部会)、NAB(全米放送事業者協会)はじめアジ

ア諸国の関連団体との交流強化を図っていきます。また国内各地域のマルチメディア活動との連携を強化します。

更に個人会員の活力を積極的に導入するための方策を検討します。

（４）人材発掘・育成

人材育成委員会や産学コラボレーションフォーラム等により、今後の人材育成のあり方の調査研究や意見交換を行い、映

像情報化社会に対応した人材育成等に関する課題抽出、提言活動を強化します。

またデジタルコンテンツ産業の発展に不可欠なデジタルコンテンツ制作者（プロデューサ、ディレクタ等）の養成を図るた

め能力認定試験及び関連講習会を実施するほか、産学／異業種連携によるコンテンツ制作を通じたデジタルクリエータ等

の人材育成を目的とする「人材育成型コンテンツ制作支援事業」を引き続き実施します。
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３　開発・事業化促進事業

（１）デジタルコンテンツライフ推進

快適さや心豊かさを求めるユーザーの視点から、人にやさしいデジタルコンテンツライフを追求し、デジタルコンテンツ産

業の発展、新たな生活文化の創造、人に優しい情報家電とコンテンツの開発を目指したデジコンライフ事業を推進します。

特に１４年度以降の事業化に向けて、具体的なデジコン事業を明確にするための研究会を新たに発足させるとともに、従

来進めてきた超大画面映像、次世代高精細デジタル映像技術、領域型展示システムなどの最先端映像システムや技術の

研究・開発を継続して推進し、今後のデジコンライフ事業の基礎としていきます。

（２）基盤技術開発、先導的コンテンツ制作の推進

良質なデジタルコンテンツの創出・実用化を促進するため、最先端技術をベースとしたコンテンツ制作事業を引き続き実

施する予定です。同時にコンテンツ制作において広く必要とされる基盤的な技術やツールの調査研究・開発も実施します。

（３）開発成果の普及促進

開発成果としての技術ノウハウ、基盤ツール、先導的コンテンツ等の有効活用、技術移転の促進、標準化活動などを

目指したトランスファー事業を推進します。またこの一環として、ニコグラフ論文コンテスト等の関連学会活動を支援し、

連携を強化します。

（４）次世代技術の調査研究

ブロードバンド時代の高画質デジタル画像の制作／流通／利活用の調査研究を行う「次世代ネット調査研究会」を新た

に発足させ、次世代ネットワークとコンテンツに係わる課題の抽出と調査研究を推進します。更に感性コンテンツ、デジタル

デバイド対応コンテンツなど、今後の社会生活で要請されるコンテンツ及び関連技術についても調査研究を開始します。

また１２年度に引き続き「視覚心理効果を利用した不正コピー防止システムの調査研究」の受託を目指していきます。

財団法人デジタルコンテンツ協会の組織・体制

賛助会員�

�

正会員�

�

情報会員�

�

個人会員�

�

特別会員�

�
（注1）�

�

�

運営に係る会議･委員会�

理事会�
　常任幹事会�

会長� 顧問�

副会長�

専務理事�

常務理事�

事務局長(注3)

総務G

企画G

交流G

開発G

企画政策委員会（注2）�
交流政策委員会�
　個人活動政策小委員会�
開発政策委員会�
�

事業委員会(注2)�
�

企画G

事務局�

評議員会�

運営委員会�
　運営幹事会�

交流G 開発G

研究会(注2)

注１）賛助会員は、財団の目的に賛同し､事業に協力しようとする法人､団体､地方自治体､個人とし、その区分は、正会員、情報会員､�
　　　個人会員､特別会員とする。�
注２）主要分野毎に財団事業のあり方について検討する企画・交流（及び個人活動）・開発の各政策委員会、会員が関心の高いテーマ�
　　　について会員が中心となり調査・研究する各研究会、財団が行う個別の事業につき検討・実施する各事業委員会を設置する。�
注３）事務局長の下に、総務グループ､企画グループ､交流グループ､開発グループを置き、各グループは以下の業務を担当する。�
　　　・総務Ｇは、総務・人事､経理､会員管理等�
　　　・企画Ｇは、各種調査、業対策、デジタルアーカイブ､コンテンツコマース関連�
　　　・交流Ｇは、広報・内外交流､個人会員組織運営､展示､グランプリ､人材育成等�
　　　・開発Ｇは、コンテンツ制作支援及び環境整備、デジコンライフ等�
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財団法人デジタルコンテンツ協会の賛助会員制度

２００万円�
１００万円�
３０万円�
２０万円�

正会員 Ａ�
 Ｂ�
 Ｃ�
 Ｄ�

２００万円�
１００万円�
４０万円�
３０万円�

Ａ：資本金1億円以上、かつ従業員301人以上の企業�
Ｂ：資本金１億円未満、又は従業員300人以下の企業�
Ｃ：資本金5，000万円以下、又は従業員100人以下の企業、自治体･�
　　学校法人等�
Ｄ：資本金1，000万円以下、又は従業員30人以下の企業�
�
　　特別会費、特定事業分担金については別途定める�
�

２０万円�
１０万円�
１０万円�
１０万円�

情報会員 Ａ�
 Ｂ�
 Ｃ�
 Ｄ�

個人会員�

特別会員�

３０万円�
１０万円�
１０万円�
１０万円�

無料� 無料�

会員区分�

会　費�

入会金� 年会費（ベース会費）� 備考�

事業面�
フォーラム活動（特定テーマについて有志を募り情報交換・勉強会を行う）�
の実施、委員会（協会委嘱による）を通じた研究活動の実施�

財団の目的に賛同し、事業に協力しようとする�
法人､団体､地方自治体�

財団の目的に賛同し、事業に協力しようとする個人�
�

入会申込書の提出� オンライン登録�
�

協会の依頼状�

入会金､年会費を支払う�

会費等の協力�

運営委員会（理事の
み）、政策委員会を通
じた参画�

財団運営に対する�
意見提出�

運営委員会（理事のみ）、�
個人活動政策小委員会を�
通じた参画�

無料参加5名�
（C,Dは4名）�

そ�
の�
他�

無料参加4名�
（B,C,Dは2名）�

割引� 無料参加�

参加�懇親・交流会� 参加� 参加� 参加�

提供（２部）�白書� 提供（１部）� 割引販売� 提供�

提供�調査報告書� 事業関係者に提供� 事業関係者に提供� 事業関係者に提供�

送付（部数制限）�機関紙配布� 送付（部数制限）� 財団ホームページで提供�送付�

送付�メールマガジン� 送付� 送付� 送付�

利用可�資料室・AV室� 利用可� 利用可� 利用可�

利用可�談話室�
(KIOICHOカフェ)

利用可� 利用可� 利用可�

自社PR�
自社製品PR

財団Web利用� 自社のPR 自社のPR 自社のPR

研究会、事業委員会
（協会委嘱による）を
通じた研究活動の実施�

資格�

入会手続�

運営面�

特�
�
�
�
�
典�

入会金､年会費は無料。
但し、知見・アイデア提
供､ボランティア参加、
モニター協力等を行う。�

入会金､年会費は無料。
高度な知見・アイデアを
提供する。�

財団運営に対する�
意見提出�

有料セミナー�

�

区分� 正会員� 情報会員� 個人会員� 特別会員�
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● 個人会員入会へのご案内

財団法人デジタルコンテンツ協会（DCAj）は、デジタルコンテンツの制作、流通、利活用に関わる「個人」の力を結集するため、

新たな個人会員制度を設けました。

当財団の目的に賛同し、事業にご協力いただける方であれば、どなたでも入会することができます。会費などのご負担は必要

ありません。知見やアイデアの提供、ボランティア参加、モニター協力等の形でご協力いただければ結構です。個人の立場でご活

躍されているクリエイター、プロデユーサー、学識経験者はもちろんのこと、当財団の法人会員（正会員および情報会員）に所属

されている方をはじめとする企業団体等に所属されている方も、あるいは、この分野を目指している学生・生徒の皆様も、個人

の立場で入会いただけます。

奮ってご入会いただき、皆様の新鮮なアイデアやエネルギーを当協会事業に注き込んでいただけますようお願いいたします。

ご入会の方法は、当協会のホームページ（ http://www.dcaj.or.jp/ ）に、入会案内があります。そこからオンラインで登録ができます。

財団法人デジタルコンテンツ協会

交流グループ　個人会員事務局

● DCAj創立記念シンポジウム開催のお知らせ

≪Napster事件判決後の、ブロードバンド時代の、著作権管理事業法施行目前の≫デジタルコンテンツをめぐる法的環境

日時：5月29日13:30～17:00

場所：麹町会館「ロイヤルクリスタルの間」（東京都千代田区平河町2-4-3）

目的：デジタルコンテンツをめぐる法的環境の現状と将来について広く論ずるとともに、今もっともホットな話題である、

ファイル交換やブロードバンド化といった技術的進展がデジタルコンテンツの法的環境に及ぼす影響に焦点を当

てたパネルディスカッションを行う。

講師：中山信弘（東京大学法学部　教授）

山地克郎（富士通株式会社　法務・知的財産権本部長）

大塚祐也（ソニー株式会社　経営戦略技術企画推進部著作権グループ長）

小川憲久（紀尾井坂法律事務所　弁護士）

上村圭介（国際大学グローバル・コミュニケーション・センター　研究員）

小泉直樹（上智大学法学部　教授）

佐々木隆一（株式会社ミュージック・シーオー・ジェーピー　取締役会長）

橋幸雄（日本テレビ放送網株式会社　メディア戦略局著作権専門職）

参加費：正会員5,000円、情報会員6,000円、個人会員7,000円、一般10,000円

申込要領：パンフレットまたは協会ホームページからお申し込み下さい。

お問合せ：財団法人デジタルコンテンツ協会(DCAj)企画調査部「5・29シンポジウム係」

〒102-0094 東京都千代田区紀尾井町3-6 秀和紀尾井町パークビル8階

Tel. 03-3512-3901  Fax. 03-3512-3908  E-mail. kikaku@dcaj.or.jp

● 編集後記

新しい財団が発足しました。IT革命の一翼を担うべき団体の一つとして認識されるよう努めていきます。今後ともよろしくお願

いいたします。

今号は新財団発足の特別号として企画しました。協会と関係の深い方々の寄稿と、協会の事業の紹介が主な内容です。した

がって通常の記事は掲載しておりません。次号から本来の形態になります。

４月は新年度の開始と相まって、新しい団体として必要なことがいくつもあります。Webもリニューアルを進めています。以前の

Webからの移行も徐 に々行っています。新しいトップページと準備の整ったコンテンツの公開を始めました。なるべく早く充実さ

せていきたいと努力していますのでご期待のうえ、もう少しお待ちください。

個人会員制度がスタートしました。事務局だよりで紹介していますが、登録フォームができていますので登録は簡単です。是非

申し込みをお願いいたします。 （S.Y）

※再生紙を使用しています。
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